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2018年フォローアップ研修会

公益財団法人

自然農法国際研究開発センター 認定事務局

研 修 内 容

1. JAS 法施行規則他の改正について

2. 有機JAS規格の改正について

3. 2017年に見られた不適合事項について

4. 別表1認定手数料の改訂について

5. 改正JAS法（2018年6月施行予定）について

6. 食品表示基準について

7. 情報提供
2

JAS法施行規則他の改正について

2016年6月のJAS法施行規則と関連する

告示の一部改正について、前年度のフォロー

アップ研修会で説明を行ってきましたが、

「認定事業者がやるべきこと」として特に、

重要な部分について再度、説明します。
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2016年6月の改正の概要

１．認定生産行程管理者の認定基準の明確化

（１）認定ほ場の取扱いの明確化

（２）収穫された農産物の格付の可否の明確化

２．JAS流通品に対する信頼性の確保

（１）有機JASマークへの認定番号記載の義務化

（２）格付（表示）記録の保管期間の変更と規程への明記

（３）出荷後にJAS規格不適合と判明した場合の対応の規定の
義務化

３．その他

（１）有機農産物の生産行程管理者に係る報告事項としてほ場
面積を追加

4

一部改正された関連告示

 有機加工食品の生産行程管理者の認定の技術的基準

 有機農産物の小分け業者の認定の技術的基準

 有機農産物の生産行程管理者の認定の技術的基準

 有機加工食品の小分け業者の認定の技術的基準

 有機農産物・有機加工食品の生産行程についての検査方法

 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法

5

内部規程に定めるべき項目

生産行程の管理又は把握に係る記録（小分けの管

理記録）の作成並びに当該記録及び当該記録の根

拠となる書類の保存期間に関する事項

いつから、どのくらい保存するのか？
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記録とその根拠書類の保管期間（その１）

消費期限又は賞味期限が定められたもので、その期限
が１年以上である場合

⇒ 保存期間は、格付の日から消費期限又は賞味期限

までの期間

消費期限又は賞味期限が定められたもので、その期限

が１年未満である場合

⇒ 保存期間は、格付の日から１年間

起点日（いつから）を忘れずに

7

記録とその根拠書類の保管期間（その２）

消費期限又は賞味期限がないもので、出荷されてから消
費するまでに通常要すると見込まれる期間が１年以上で

ある場合（玄米、大豆、麦類、荒茶などが該当）

⇒保存期間は、出荷の日から３年間

消費期限又は賞味期限がないもので、出荷されてから消

費するまでに通常要すると見込まれる期間が１年未満で

ある場合（精米、野菜、果物などが該当）

⇒保存期間は、出荷の日から１年間

起点日（いつから）を忘れずに
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格付規程（格付表示規程）に定めるべき項目

出荷後に有機農産物、有機加工食品の日本農林規格に不適

合であることが明らかになった荷口への対応に関する事項

規程に「格付（格付表示）後の荷口の出荷又は処分に関す

る事項」に含めて定めている事業者がありまが、この内容

は、別項として整備してください。
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出荷後にJAS規格に不適合であることが明らかになる状況とは

 使用した肥料などの資材が、使用後に使用禁止資材であると判明した場合、

この資材使用したほ場から収穫し出荷した有機農産物は、JAS規格に不適合

となります。

 使用した原料が、使用後にJAS規格に不適合であると判明した場合、この原

料で製造して出荷した有機加工食品は、JAS規格に不適合となります。

 小分けした有機農産物又は有機加工食品が、小分け後にJAS規格に不適合と

判明した場合、小分けし出荷した有機農産物又は有機加工食品は、JAS規格

に不適合となります。
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規程の作成ポイント（共通）

出荷後に有機農産物、有機加工食品の日本農林規格に不適合であるこ

とが明らかとなった荷口への対応に関する事項

（作成ポイント、定めるべき内容等）

出荷後に不適合と判明した有機食品（有機農産物・有機加工食品）について、ど

のように対応するかを具体的に定める。

 不適合品の特定（該当する食品、取引先、数量等）の手順。

 取引先等への通知（有機食品でなくなった旨、有機JASマークの除去、在庫があ

る場合は有機食品として扱わない旨の要求、取引先等での対応についての報告）

 出荷後の不適合品に対する取扱い（回収や処分）とその記録方法

 認定機関への通知。
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飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法

《有機農産物の生産行程管理者》と《有機農産物の小分

け業者》は、有機農産物に表示する有機JASマークに

【認定番号】を表示する義務があります（原則）。

表示位置は、登録認定機関名の下側と

定められました。なお、認定番号の文

字の高さ、色等に、定めはありません。

ゴム印（スタンプ）手書きも可。
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認定番号表示義務の例外

（５）認定番号は、関係法令の規定により飲食料品又は

油脂の包装、容器若しくは送り状に表示される事項によ

り、有機農産物の生産行程管理者、有機農産物の小分け

業者を特定することができる場合には、記載しないこと

ができる。【関係法令】食品表示基準 など

条件を満たせば、認定番号の表示を省略することが可能

13【資料1】13p参照

荒茶について

有機農産物の生産行程管理者は、特例として《荒茶》

への格付表示が可能です。また、《荒茶》は加工食品な

ので、販売する際には、加工食品の表示基準に従い表示

を行う必要があります。

なお、加工食品については、認定番号の義務はありま

せん。ただし、生葉で出荷する場合はJASマークに認

定番号の表示が必要です。

15

JASマークへの認定番号の表示（経過措置）

告示の一部改正に伴い、有機農産物に表示するJAS

マークには、原則《認定番号》を表示することが義務

となりました。経過措置期間が2018年5月31日に終

了しますので、6月1日以降に使用するJASマークには、

登録認定機関名の下に《認定番号》を表示しなければ

なりません。認定番号の表示については、経過措置期

間内に必ず対応してください。
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認定に係る面積の報告

有機農産物の生産行程管理者は、平成29年度から、格

付実績報告書と併せて、認定に係る面積（毎年3月31

日時点で認定されている面積）を報告することが義務と

なりました。

今後は、前年度の格付実績報告書と併せて、認定に係る

面積の報告（毎年3月31日時点）を行ってください。
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認定に係る面積の報告の注意点

 グループで認定を受けている事業者は、グループ全体

をまとめて報告する。各農家がばらばらに報告しない
でください。

 認定に係る面積は、認定事項一覧に記載されている面

積をもとに作物区分ごとに算出する。取下げしたほ場

について、3月31日時点で、最新の認定事項一覧に、
取下げたほ場の記載がある場合は、その面積を報告に

含めてください。

 報告は、所定の書式を使用してください。認定事項一
覧をコピーして提出しても報告にはなりません。
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作物区分
【 田 】 たん水設備（けい畔など）とこれに所用の用水

を供給しうる設備（用水源・用水路）を有する耕

地をいう。

【 畑 】 田以外の耕地をいい、通常、畑とよばれている普

通畑のほか、樹園地及び、牧草地を含む。

【普通畑】畑のうち樹園地及び牧草地を除いた畑。

【樹園地】 果樹、茶などの木本性作物を1a（アール）以上 、
集団的（規則的、連続的）に栽培する畑をいう。

なお、ホップ園、バナナ園、パインアップル園及
びたけのこ栽培を行う竹林を含む。

【牧草地】牧草の栽培を専用とする畑をいう。

【その他】きのこ栽培における採取場等 19
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JASマークの登録認定機関名の略称

JASマークの下部に表示する登録認定機関名の略称につ

いて、現在、当センターでは、以下の3つを農林水産省

に登録しています。

（財）自然農法センター（本年12月取下げ予定）

（公財）自然農法センター

 自然農法センター

20

（財）自然農法センターの略称の登録取下げ

この3つの略称のうち「（財）自然農法センター」について、

2018年12月末日を目途に登録を取下げることを決定しました。

取下げ理由として、

当センターは2012年4月1日に公益財団法人に移行している。

公益法人法改正（2008年12月）から今年で10年になり、現在

「（財）」を使用している組織が見られない。

当センターが公益財団法人となって、今年4月で6年になる。
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JASマークの改版

2019年からは、略称として「（財）自然農法セン

ター」は使用できなくなります。現在、この略称を使用

している認定事業者は、認定番号の表示の義務化への対

応と併せて、JASマークの改版等を行ってください。

JASマークの改版時は、事前に認定事務局へ改版

内容の確認を行ってください。
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有機JAS規格の改正について

有機農産物の日本農林規格と有機加工食品の日本農林

規格が2017年3月２7日に改正され、同年4月26日に施

行されました。

23

有機農産物の日本農林規格（改正点）

第３条に「化学的処理」を追加

第４条の「ほ場の項」と「栽培場の項」の基準に加筆

第４条の「スプラウト類…使用する種子の項」の基準に加筆

第４条の「栽培場における栽培管理の項」の基準に加筆と一部削除

第４条の「収穫…収以降の工程に係る管理の項」の基準に変更

別表１に「油かす類」を追加

別表１の「泥炭」の基準に加筆

別表１の「その他の肥料及び土壌改良資材」の基準に一部削除

別表２に「調合油乳剤」と「次亜塩素酸水」を追加

別表４に「ゼラニウム抽出物」と「シトロネラ抽出物」を追加

別表５の「エチレン」の基準に加筆

別表５に「ミツロウ」を追加
24【資料1】15p参照

有機加工食品の日本農林規格（改正点）

第３条に「化学的処理」を追加

第４条の「製造…その他の工程に係る管理の項」の基準に加筆

別表１に「炭酸水素ナトリウム」の基準に加筆

別表１の「レシチン（植物レシチン…）」の（ ）内に加筆

別表１の「次亜塩素酸水」の基準に加筆

別表１に「粉末セルロース」を追加

別表２に「ゼラニウム抽出物」「シトロネラ抽出物」を追加

25【資料1】25p参照
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2017年に見られた不適合事項について

 担当者になっていない者が格付（表示）業務を実

施していた。

 使用している苗の適合確認が不十分なまま使用さ
れていた。

 浄化水田が適切に設置されないまま栽培がおこな
われていた。

 栽培に使用している資材の適合確認を定期的に実
施していなかった。
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格付（表示）担当者の役割

生産行程管理者の格付担当者は、格付業務（生産行程
の検査の実施、合格品への格付表示及び名称表示等）全
般に責任を負う担当者です。

小分け業者の格付表示担当者は、格付表示業務（小分
け行程の確認の実施、確認済み品への格付表示及び名称
表示等）全般に責任を負う担当者です。

担当者になるためには、講習会の受講などの資格要件

を満たした上で、認定事務局に届出し、担当者として認
められる（登録する）必要があります。

担当者不在で格付（表示）業務はできません！
27

使用する苗の適合確認は事前に！

自身で育苗しない場合、外部から入手する苗は、
必ず事前に適合確認を行う。

■有機の苗（証明できる書面と根拠書類の入手）

■使用禁止資材を使用されていない苗（証明できる書面と根拠書類の入手）

■慣行の苗（以下の2点の確認が必要）

・慣行苗を使用できる条件を満たしているか。

・慣行苗が、植え付け後にほ場で持続的効果を示す（別表１、２以

外）化学的に合成された肥料及び農薬が使われていないこと 。

28【資料1】31p参照

浄化水田の適切な設置を！

資料「浄化水田についての考え方」【４.①の補足】

４.①浄化水田は、畔シートや内畔等で本田と明確
に区切る必要があります。

【補足内容】

29

← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 用 水

慣行水田有機水田

↓
排水

⇑↓
排水

浄化水田

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

【資料1】32p参照

日付の古い資材証明書で適合を確認できるか？

過去には、資材証明書の記載内容の不備や瑕疵により、
使用後に不適合資材と判断される資材がありました。

事前に、資材証明書により、適合確認した資材であって

も、その後原材料や製造工程が変更される場合があります。
よって、資材証明書も定期的に取得し直して、適合確認を
再度行う必要あります。

毎年、取り直す必要はありませんが、毎年、使用する前

に証明書を発行したメーカーに証明書の記載事項に変更が
ないか確認する必要はあります。その際、変更ないことを

確認した旨、メーカーの担当者氏名及び確認した日を記録
しておいてください。

３年を超える古い日付の証明書で適合確認はしません。 31

資材の評価を適切に行うとは!!

1. 使用したい資材が見つかる。

2. 適合性評価済み資材リスト確認する。

3. 資材メーカーより必要事項が確認できる資材証明書などの書面

を入手する。

4. 使用可能かどうか自己チェックする。

5. 登録認定機関に使用可能かどうか確認を依頼する。

6. 登録認定機関から確認結果「可否」の連絡を受ける。

登録認定機関で適合確認が終わるまで新規資材は使用しない!!

32
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新しく使う資材の確認方法（現在）

33

資材評価協議会の評価済み

資材リストに載っている

使用可能
農A-4資材リストに追記して

変更届と共に提出してください

証明書のコピーを
提出してください

はい

従来通り証明書を
入手してください

メーカーに資材評価協議会への登録申請を勧めてください!!

認定事務局で確認後

使用可能

いいえ

適合性評価済み資材リストへの対応

★有機JAS資材評価協議会による適合性評価済み

資材リストに掲載されている資材は、証明書入

手を不要とします。

★肥料及び土壌改良資材リスト（農A-4）には、

適合性評価済み資材リストの確認日と登録番号

（JASOM-○○○○○○）を記載してください。

★適合性評価済み資材リストに記載されていない資

材やこのリストから外れた資材は、従来通り、

事業者が証明書を入手し、認定事務局に提出す

ることを基本とします。
34

35

資材証明書の補足書類

メーカーより資材の証明書を取得する際は、以下の補足

書類も併せて取得し、認定事務局に、証明書のコピーと

併せて提出してください。認定事務局で資材の適合確認

をする際に参考にします。

肥料登録証や届出書（肥料登録又は届出をしている資材の場合）

肥料成分(NPK)が分かる書類（成分保証票、成分分析表など）

資材の特徴や使い方などが記載されたパンフレット
36

資材に関連した情報提供

【告示改正（特殊肥料）】

凝集促進材が使用された動物の排せつ物を原料とする肥

料を特殊肥料として取扱う。

これまで、動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料については、

肥料取締法に基づき「普通肥料」として公定規格が設定されていたが、先般、特定の凝集

促進材（※）が使用された動物の排せつ物を原料とする肥料を「特殊肥料」として取扱う

旨の告示の改正が行われました（2017年１０月１６日告示、同年１１月１５日施行）。

なお、肥料取締法上、これら凝集促進材の使用については、表示されることとはなって

おらず、また、動物の排せつ物も、原料表示において「汚泥」とは記載されません。この

ため、動物の排泄物を使用したたい肥（特殊肥料）は、今後は化学的に合成された凝集剤

が使用されている可能性があり、これを肥料取締法上の表示で確認することはできません。
37

堆肥の適合を確認する際に必要な情報（凝集促進材の使用の有無）

※特殊肥料として扱われる動物の排せつ物を原料とする
肥料に使用可能な凝集促進材

一 ポリアクリルアミド系高分子凝集促進材

二 ポリアクリル酸ナトリウム系高分子凝集促進材

三 ポリアクリル酸エステル系高分子凝集促進材

四 ポリメタクリル酸エステル系高分子凝集促進材

五 ポリアミジン系高分子凝集促進材

六 アルミニウム系無機凝集促進材

七 鉄系無機凝集促進材

これらは化学的に合成された物質であり、これらを使用して製造
された堆肥は、使用不可となります。

38
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別表１認定手数料の改訂について

2017年9月10日に別表1手数料一覧を改訂しました。

2018年4月1日より改訂した別表1に基づき、手数料の

請求を実施します。

39【資料1】33p参照

別表１の改訂内容について

 税の表記の変更（税込表記 ⇒ 税別表記）

理由：税率の変更に影響を受けないようにするため

 同時に2つ以上の認定を受けている事業者への

減免（手数料の割引）措置の廃止

理由：検査員の負担軽減と不公平感の是正のため

⇒ 今後は原則、一緒に年次調査を行わない

40

今後の別表１の改訂について

認定事務局では、更なる業務の効率化及びより

公平な手数料負担を目的とし、別表１の改訂を進

めます。

2018年秋頃の改訂、2019年4月1日運用開始

を目指して手続きを進め、認定事業者の皆さまへ

は、別表１を改訂した段階で、その内容をお伝え

します。
41

今後の別表１の改訂の方向性について

①フォローアップ研修会の受講料（3,000円/1人）を無

料とし、認定手数料の基本料（単独認定対象）や農家加

算（グループ認定対象）に3,000円を加算する。

②有機農産物の生産行程管理者の基本料について、グルー

プ認定の場合の減免措置（2～4軒が25,000円、5～7

軒が35,000円）を廃止して、一律50,000円とする

（金額はいずれも税別）。

42

改正JAS法について

農林物資の規格化等に関する法律（通称：JAS法）の一部

を改正する法律が２０１７年6月16日に成立し、同年6月23

日付けで公布されました（公布から１年以内の施行）。

この改正により、法律の題名も「日本農林規格等に関する法

律」とされました。

■改正の趣旨

今回のJAS法改正は、取引の円滑化、ひいては輸出力の強

化に資するよう、JAS規格を戦略的に制定・活用できる枠組

みを整備し、JAS規格の国際化の推進を図るものです。

43

改正JAS法の概要

 JAS規格の対象は、モノ（農林水産物・食品）の品質に限定されて
いましたが 、モノの「生産方法」（プロセス）、「取扱方法」
（サービス等）、「試験方法」などに拡大。

 産地・事業者の強みのアピールにつながるJAS規格が制定・活用さ
れるよう、JAS規格案を提案しやすい手続を整備。

 JAS規格の対象拡大に伴い、現行の認証の枠組みを拡充するととも
に、国際基準に適合する試験機関を農林水産大臣が登録する登録試
験業者制度を創設。また、この場合、広告、試験証明書等にJAS
マークを表示することができるなど、新たなJAS規格に対応した
JASマークの表示の枠組みを整備。

 産地・事業者の創意工夫を生かしたJAS規格の活用が図られるよう、
(1)JAS制度の普及、(2)規格に関する普及・啓発、専門人材の育
成・確保及び国際機関・国際的枠組みへの参画等を国及びFAMICの
努力義務として明確化。

44【資料２】参照
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45 46

47 49

JAS法の改正に伴う有機JASへの影響

いろいろなJAS規格ができることから、JAS

マークの統合（有機JASマークは残る）と上部

に規格が何かを示す「標語」を記載することに

なります。

「認定」⇒「認証」へ「登録認定機関」⇒「登

録認証機関」に呼び方が変わります。
50

食品表示基準について

 食品表示基準の経過措置について

 栄養成分表示（加工食品）

 製造所固有記号（加工食品）

 原料原産地表示（加工食品）

52
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食品表示基準の経過措置について

2015年4月1日に施行された食品表示法では、消費者

等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられて

います。表示は、食品表示基準（2015年4月1日施行）

に基づき表示する必要があります。この基準に基づく表

示について、生鮮食品が2017年9月30日、加工食品が

2020年3月31日まで義務が猶予（経過措置）されてい

ます。生鮮食品の経過措置は終了していますが、加工食

品は経過措置期間終了までに対応が必要になります。
53

栄養成分表示（加工食品）

54

容器包装に入れたれた消費者向けの加工食品には、熱量、

たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量の表示が

必要です。

ただし、消費税を納める義務が免除される事業者（課税

売上高が1,000万以下の事業者又は小規模企業者[概ね常

時使用する従業員の数が20人以下の事業者]）が販売する

ものについては、栄養成分の量及び熱量の表示が免除され

る。

製造所固有記号（加工食品）

「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」

は、原則として「同一製品」を「二つ以上の製造

所」で製造している場合に、製造者又は製造者と

販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固

有記号による表示をすることができる。

55

同一製品とは

同一の規格で同一の包材を使用した製品で

あること。

56

二つ以上の製造所について
原則として、

i. 自社の２以上の工場で製造している場合（事項名は製
造者）

ii. 他社に製造を委託して２以上の工場で製造している場
合（事項名は販売者）

iii.自社の工場と他社に製造を委託した工場で、併せて２
以上の工場で製造している場合（事項名は製造所固有
記号を使用する場合に限り省略可）

57

原料原産地表示（加工食品）

全ての加工食品について、原材料の産地表
示が必要になりました。この制度は2017年
9月1日に始まり、2022年3月31日までは、
準備のための猶予期間が設けられています。

原則の表示方法：国別重量順表示

新たな表示方法：①製造地表示

②又は表示

③大括り表示
58
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59

一番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示

60

一番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示

そ
の
他
の
表
示
は

【
早
わ
か
り
食
品
表
示
ガ
イ
ド
】
参
照

情 報 提 供

環境保全型農業直接支払交付金の対象となる

にはGAPの取組みが必要となる。

61【資料1】34p参照 62


